別紙３
新潟県知事　様
誓　約　書
「佐渡島の金山」調査研究支援事業補助金の交付を申請するに当たり、下記の内容について誓約します。
１　「佐渡島の金山」調査研究支援事業補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第
３条に定める補助対象事業を誠実に実施すること。
２　申請事業者（団体等代表者）、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと。
３　「佐渡島の金山」保存活用推進ネットワークに入会していること。
４　申請を行った対象経費について、事実に相違がないこと。
５　新潟県から検査・報告の求めがあった場合は、これに応じること。
６　虚偽や不正等が判明した場合は、補助金を返還すること。
以上
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